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Ⅰ 目的   

障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針において，

合理的配慮の提供は本人からの意思の表明に基づくとしており，障

害者の権利に関する条約には，「障害のある児童が（中略）自己の意

見を表明する権利並びにこの権利を実現するための（中略）支援を

提供される権利を有する」という記述がある。以上のことから，重

度知的障害児への意思の表明に対する支援は，いかに本人の意思を

解釈・補充しながらその表明を補助するかに及ぶべきであると考え

られる。そこで本研究では，自立活動とICFの視点に基づく実態把

握資料を作成・活用した意思の推察及び意思決定支援を基に合理的

配慮の提供・評価・見直しを行い，そのプロセスを検証した上で，

重度知的障害児へ本人主体の合理的配慮を提供するための支援の在

り方やプロセスを明らかにし，提案することを目的とする。 

Ⅱ 方法 

１ 自立活動とICFの視点に基づく実態把握資料（以下実態把握資 

料）の作成 

 先行研究等で示されているチェックリスト,また発達理論や諸検

査についての文献を参考にして項目を考える。 

２ 意思の表明を補助する仕組みを起点とした合理的配慮提供の 

プロセス（以下合理的配慮提供のプロセス）の作成 

 千葉県教育委員会が提示している「各学校における合理的配慮提

供のプロセス（対応指針等を基にした参考例）」を参考に作成する。 

３ 事例研究 

（１）対象：Ｘ特別支援学校事例児童１名（以下A児）（２）内容：
①実態把握資料と合理的配慮提供のプロセスを活用した本人・保護

者との面談に基づく意思決定支援②合理的配慮の提供及び指導支援

③評価と見直しを行う。（３）研究倫理：依頼文書を手渡すとともに

研究内容の口頭説明を行い，保護者から同意を得た上で，研究を実

施した。 

Ⅲ 結果 

１ 自立活動とICFの視点に基づく実態把握資料（以下実態把握資

料）の作成 

 実態把握資料として，①「本人と保護者の願いシート」②「困難

を把握するためのシート」③「本人の意思から必要な合理的配慮を

考えるシート」を作成した。 

２ 意思の表明を補助する仕組みを起点とした合理的配慮提供の 

プロセス（以下合理的配慮提供のプロセス）の作成 

 前述の実態把握資料を活用した意思の表明を補助する仕組みを取

り入れたプロセスを作成した。 

３ 事例研究 

（１）実態把握資料と合理的配慮提供のプロセスを活用した本人・

保護者との面談に基づく意思決定支援 

年度当初に保護者からの合理的配慮に係る申出があり，合理的

配慮の提供を実施し始めていたが，７月の面談にて今までの合理

的配慮の評価・見直しの意味と改めて意思の表明を補助する意味

を含めて実施した。教師による意思の推察と保護者による意思の

推察を統合し，「本人の意思から必要な合理的配慮を考えるシート」

でその他の情報を整理し考慮しながら必要な合理的配慮を導き出

していった。担任間での協議を行う際には，「本人の意思から必要

な合理的配慮を考えるシート」を見ながら互いに意見を出し合い，

本人の実態や意思，必要な合理的配慮を確認した。面談では，「本

人の意思から必要な合理的配慮を考えるシート」を保護者に提示

して，事前に聞き取った願いや申出からどのようなニーズを引き

出し，意思を推察して新たな合理的配慮の提案に至ったのかを説 

明すると同時に，家庭からの主訴や要望を十分に聞き取ることを 

 

念頭に置きながら話を進め，合意形成に至った。A児についての
主な様子と，実際に行った意思の推察及び意思決定支援の概要に

ついては，Table1に示したとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）合理的配慮の提供及び指導支援 

 Table1の「合意形成を経た新たな合理的配慮」のうち，始めに 

「活動内容や手順を視覚的に示す」について提供を実施した。そ

の際，自立活動の個別学習においてカードの意味理解の実態を把

握するとともに，スケジュールや手順を示すカードの使い方を指

導した。次に，授業場面や日常生活場面など学校生活全般を通し

て指導支援を行った。結果，１日を通して不安定になった回数及

び時間数も減少した。よって，提供した合理的配慮及び自立活動

の指導支援は，A児の不安定さを軽減し，学びやすく生活しやす
い学校生活を保障するための一助となったことが分かった。 

（３）評価と見直し 

 A 児の変容の評価に加えて，担任及び保護者への聞き取りを， 
Table2の評価項目に沿って行い，合理的配慮の適切性の評価を行 

った。保護者による評価において，「１ 本人・保護者による評価 

の観点『③（中略）適宜見直しや変更が可能なことを伝えていた 

か』」については，十分でなかったという評価であったが，それ 

以外の項目については「はい」という回答であったことから，提 

供した合理的配慮は適切であったと評価し，提供の継続に至った。 

Ⅳ 考察 

本研究の成果：（１）意思の推察及び意思決定支援をおこなったこ

とで，本人主体の合理的配慮が提供できた。（２）作成した実態把握

資料の有用性が確認できた。（３）重度知的障害児へ本人主体の合理

的配慮を提供するための支援の在り方や合理的配慮提供のプロセス

を提案することができた。これらの成果を踏まえ，重度知的障害児

へ本人主体の合理的配慮を提供するために重要な事柄のうち，主な

事柄は以下の三つである。（１）可能な限り本人の意思を推察・尊重

し，表明を補助した上で合理的配慮を提供すること。（２）必要な合

理的配慮を考えるための共通の根拠を持つこと。（３）共通の根拠を

基に，教師間での協議や本人・保護者との面談における意思決定支

援を行うこと。今後の課題：（１）より多くの事例での検証を基に，

意思決定支援の内容や合理的配慮提供のプロセスの再検討を重ねる

こと。（２）個別の教育支援計画・個別の指導計画やその作成のプロ

セスとの連動を図ること。 
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Table 1 A児の主な様子と意思の推察及び意思決定支援の概要 
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